
令和７（２０２５）年度 第３回子ども・子育て会議 議事録 

 

 日  時 令和８（２０２６）年３月６日（金）  １３：３０～１５：００ 

 会  場 元気館１階 きりんルーム 

 出席委員 植木会長、上杉委員、遠藤委員、品田委員、霜田委員、田村委員、根立委員 

     平田委員、村井委員                     【９人】 

 欠席委員 金子委員、関沢委員、田中委員、野中委員、南委員       【５人】 

 事 務 局 中村子ども未来部長 

（子育て支援課）村山課長、荒木課長代理、田邉係長、山﨑主任 

（保育課）笹川課長、細山課長代理、権田係長 

（子どもの発達支援課）小林課長、小山課長代理 

（福祉課）若月課長代理、小林主事              【１２人】 

 

１ 開会 

  

２ 挨拶   会長 

   

３ 議事   議長：会長 

 

⑴ 柏崎市こども・若者計画（案）について…資料 1 

事務局より説明 

                 

⑵ 第三期柏崎市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理について…資料２  

  事務局より説明 

 

  委 員 

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)についての申込み方法をお聞かせください。 

   

事務局 

まずは電話で申し込み状況を確認し、空きがありましたら申請書を提出して、利用していただく流れ

となります。 

   

委 員 

地域子育て支援拠点事業の元気館ジャングルキッズの利用者の把握は、名前の確認を含めて、どのよ

うに集計していますか。 

   

事務局 

その都度、利用者の名前等の確認はしていません。利用された人数のみを把握しています。 

 

委 員 

子育て支援室は事前申請して利用するのでしょうか。 

 

事務局 

各園に併設している子育て支援室は、開設時間内であれば自由に利用できます。 

   



  

委 員 

ファミリー・サポート・センター事業について、依頼会員と提供会員についての内容と、登録人数を

教えてください。 

 

事務局 

 例として、指定した日に子どもを学校から塾への送迎を依頼するのが依頼会員です。その依頼を受け、

送迎の援助活動をするのが提供会員です。人数につきましては、令和 7(2025)年度１月現在で、依頼会

員が 212 人、提供会員が 30 人です。 

 

委 員 

 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)と一時預かり事業が類似している内容なので、利用者が

よりイメージしやすいように周知において工夫をしてほしいです。 

 

事務局 

 一時預かり事業については、保護者の就労等の要件が必要であり、乳児等通園支援事業(こども誰でも

通園制度)は、どなたでも利用できますが、月 10 時間の利用制限があります。これら 2 つの事業の違い

を示していきたいと考えています。 

 

委 員 

 子育てガイドブックは毎年発行でしょうか。また、配布の仕方を教えてください。 

 

事務局 

 毎年更新をして発行していますが、全戸配布ではしていません。母子健康手帳の交付時、出生届の提

出時、定期健診の時などに対象者へお渡ししています。 

 

委 員 

   毎年更新をして、対象者の方へは配布をしているようです。その後に新規事業などができた場合、新

しい情報の掲載がされていないままの冊子が手元にあることが懸念されます。 

 

事務局 

 市ホームページ「すくすくネットかしわざき」また、市公式ラインなど、様々な媒体を活用しながら

必要な情報をリアルタイムに届けていきたいと考えています。 

 

委 員 

 子どもが小学校に入るまでの様々な事業はありますが、小学校から利用できる事業については、利用

したくても制限があります。今後の第三期子ども・子育て支援事業計画の計画期間以降の方向性は検討

されてますでしょうか。 

 

  事務局 

   計画期間以降の具体的な検討はこれからとなります。小学生の放課後の居場所としては、放課後児童

クラブのほか、放課後等デイサービスがあります。放課後等デイサービスも受入れが難しい状況がある

と聞いておりますが、まず、現場の方々の声を聞きながら実態把握をしていき、次期計画の策定におい

ては、より実行性のあるものとしていきたいと考えています。 

   



⑶ 第三期柏崎市子ども・子育て支援事業計画資料編の一部追加について…資料３ 

事務局より説明 

 

⑷ 乳児等通園支援事業に係る子ども・子育て支援事業計画代用計画の策定について…資料４ 

事務局より説明 

４ 報告事項（事務局） 

⑴ 柏崎市保育園整備基本方針の策定…資料 5-1・5-2 

⑵ 公立保育園給食費の改定について…資料 6 

委 員 

今後の給食費のありかたについてはどうお考えでしょうか。 

 

事務局 

今後公立保育園の数が集約され、ある程度の数になった場合においては、提供方法等を含めて

検討が必要であると考えています。 

⑶ 放課後児童クラブにおける新規取組の実施について…資料 7 

⑷ 放課後児童クラブ(６か所)運営業務委託事業者の変更について…資料 8 

委 員 

委託事業者の選定はどのような方法で行ったのでしょうか。また、支援員の資格の必要性、市

内のこども食堂で従事している方で、放課後児童クラブでも従事している方はいますでしょう

か。 

 事務局 

   委託者の選定方法については入札ではなく公募型プロポーザル方式です。支援員については、定める

資格等を有していることが必要となります。 

   こども食堂で従事されている方で、放課後児童クラブでも従事されている方は、把握はしていません。 

 

⑸ 子どもの屋内遊び場施設「キッズマジック」の利用状況について…資料 9 

 

委 員 

複数回利用している方についてはアンケートをとっていないのでしょうか。 

 

事務局 

今回、回答いただいた方は初めて利用される方が多かったと思います。今後も継続的にアンケ

ート調査を実施し、状況把握に努めていきます。 

 

５ 閉会挨拶   子ども未来部長 


